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≪知的財産高等裁判所≫
特許権移転登録手続請求等控訴事件

（「液晶表示装置」特許移転登録手続請求事件）［上］（全２回）

－平成28年（ネ）第10020号、同年（ネ）第10044号、平成29年１月25日判決言渡－

事案の概要

　本件は、原告が、被告ら（Ｙ１、Ｙ２）に対し、液晶表示装置に関する日本国特許（複数）について移
転登録手続を求めた事案の控訴審判決である（原審：東京地方裁判所平成26年（ワ）第8174号）。原判決は、
被告Ｙ２に対する請求を全部認容し、被告Ｙ１に対する請求を全部棄却したため、原告と被告がそれぞ
れ敗訴部分を不服として控訴した。
　控訴審での争点は、①契約の成立を争い、また、意思表示の瑕疵を主張することの可否、②合意書に
関する紛争の準拠法（韓国法か日本法か）、③原告と被告Ｙ１との間に契約が成立したか、④原告と被告
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Ｙ２との間に契約が成立したか、など、多岐にわたる。
　裁判所は、争点①〜④について審理・判断し、原判決中の被告Ｙ２の敗訴部分を取り消した。

判示事項

○　争点１（一審被告らが本件契約の成立を争い、また、意思表示の瑕疵を主張することは、訴訟上の
信義則に反し、許されないか）について

［１］一審原告は、一審被告らが、本件各権利を無償で譲渡する旨の契約（本件契約）が成立したこと
を争い、また、一審被告らの意思表示に瑕疵があったと主張することは、同旨の主張が排斥された
本件韓国訴訟の単なる蒸し返しにすぎず、訴訟上の信義則に反するものとして排斥されるべきであ
る旨主張する。

しかしながら、本件韓国訴訟では、確かに本件合意書による契約（本件契約）について意思表示の
瑕疵が争点の一つになったと認められるが、この点がどれほど争われたかは、本件韓国訴訟の判決
文を検討しても必ずしも判然としない。そして、そもそも、一審原告が一審被告らに対して本件各
特許権の移転登録手続を求める訴訟は、日本国の専属管轄に属するのであって、このことを理由に、
本件韓国訴訟の結果確定した判決の日本国における執行を求める請求も棄却されているところであ
る。これらのことからすれば、専属管轄を有する日本国で行われる本件訴訟において、一審被告ら
が本件合意書による契約の成立を争い、あるいは意思表示に瑕疵があったと主張することが、当該
主張自体を封じねばならないほど不当な前訴の蒸し返しに当たるとは評価できない。この点は、原
判決が説示するとおりである。

［２］また、一審原告は、当審において、①本件韓国訴訟と本件訴訟は、同一の契約に関する同一の訴
訟物の存否が争われた紛争であるから、本件韓国訴訟で争うことが可能であった事項ないし争った
ものの確定的な判断がなされた事項について本件訴訟で争うことは、不当な前訴の蒸し返しであり、
訴訟上の信義則に反する、②本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属す
るなどといった訴訟上の形式論を根拠として、一審被告Ｙ１が本件契約の成否等を争うことを許容
した場合には、本件韓国訴訟において、最上級審まで主張立証を尽くしてきた一審原告に対し、他
国において、再度の提訴の負担を強いることになり、そのような負担を強いる一審被告Ｙ１の態度
は信義誠実の原則に著しく反するなどと主張する。

しかしながら、一審原告が一審被告らに対して本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本
国の専属管轄に属し、韓国に国際裁判管轄が認められないことは、前記のとおりである。したがって、
専属管轄に違背する以上、本件韓国訴訟（専属管轄に反する部分）は不適法であったといわざるを得
ないのであるから、そのような不適法な訴訟において、いかに本件契約の成否が争われ、この点に
ついて確定的な判断がなされたとしても、それは意味のないものであったというほかはなく（これは、
本来審理判断をすることができないはずの裁判所が審理判断を行ったという重大な瑕疵に関わる問
題なのであるから、これを単なる形式論として軽視しようとする一審原告の主張は到底採用できな
い。）、信義則により主張を制限する前提を欠く。また、一審原告の提訴の負担についても、そもそ
も日本国の裁判所において提訴する必要があったのであるから、理由にならないというべきである。

［３］以上によれば、争点１に関する一審原告の主張は、採用することができない。
○　争点２（本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か、日本国法か）について
［１］前記認定のとおり、本件合意書９条において、本件合意書に関して紛争が生じた場合、その準拠

法は韓国法と指定されているところ、本件サインページには一審被告Ｙ２及びＡの署名があること、
本件サインページを返送する際にＡが作成した本件カバーレターには、「１点を除いて、貴殿の申し
入れを全て受け入れたい」との文言があり、一審被告らは、準拠法については特に異議を述べる意思


